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   北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について 

    

 北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を次のように改正する。 
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北本市長 現王園 孝 昭     

 

 

北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例（平成６年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「６０，２００円」を「６４，５００円」に改め、同

条第２号ア中「１５，３００円」を「１５，８００円」に改め、同号イ

中「７，３５０円」を「７，５６０円」に改め、同号ウ中「１１，７０

０円」を「１２，５００円」に改める。 

 第６条中「６０，２００円」を「６４，５００円」に改める。 

 第９条中「７円３０銭」を「（当該作成単価が７円５１銭を超える場

合には、７円５１銭）」に改める。 

 第１０条中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改める。 

 第１３条中「５０１円９９銭」を「５２５円６銭」に、「３０１，８

７５円」を「３１０，５００円」に改める。 

 



   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の北本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告

示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙に

ついては、なお従前の例による。 

 


